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島根原子力発電所２号機における運転上の制限の逸脱に係る現地確認

平成２４年１月２７日（金）午後７時３０分に島根原子力発電所２号機において、原子炉施設保安規定に

定める運転上の制限（注）を逸脱したため、「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定」

（以下単に「安全協定」と表現します。）第９条に基づく連絡を午後７時３５分に島根原子力発電所から受

け、安全協定第１１条に基づく現地確認を実施しましたのでお知らせします。

なお、今回の事象による環境への影響はありません。

記

１ 現地確認日時及び場所

日時：平成２４年１月２７日（金） 午後９時２５分～ ２８日（土）午前０時４３分

場所：島根原子力発電所（島根県松江市鹿島町片句６５４－１）

２ 現地確認者

① 県

鳥取県危機管理局危機対策・情報課 ： 宮城主幹 外１名

西部総合事務所県民局企画県民課 ： 片寄主幹

② 関係自治体の対応

・ 米子市、境港市も安全協定に基づき現地確認を実施した。

米子市総務部 ： 王島次長 外1名

境港市産業環境部環境防災課 ： 松本課長 外1名

・ 島根県及び松江市も協定に基づき立入調査を実施した。

３ 事象の概要

原子炉の起動及び停止時に炉内の中性子の量を監視する中性子源領域計装モニタ４台のうち３台が動作

不能になったため、同日午後７時３０分に原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を満足しない状態で

あると中国電力は判断した。（調査の途中で残りの1台も動作不能になった。）

４ 現地確認結果概要

① 原子炉が冷温停止していることの確認

・ 原子炉へ制御棒が全て挿入されていることを中央制御室の計器で確認した。

・ 原子炉内の水温が１００℃以下(６８．６℃＊午後１１時現在)であることを中央制御室の計器で確

認した。

② 中性子束を監視する別の手段の確認

・ 中性子源領域計装モニタとは別の中間領域計装モニタ（８台）で中性子束を監視ができていること

を中央制御室で確認した。



③ 環境への影響の有無の確認

・ 発電所の排気筒モニタ、放水路水モニタ及び敷地境界モニタリングポストの値を中央制御室で確認

し、平常の値であり、環境へ影響がないことを確認した

（注）運転上の制限： 多重の安全機能を確保するため、原子炉施設保安規定には予備も含めて動作可

能な機器の必要台数が定められています。一時的にこれを満足しない状態が発生

すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修

理等を行う事が求められます。

今回の中性子源領域計装の場合、「モニタは２台以上動作可能であること。」

と定められており、これを下回った場合（逸脱）、「１時間以内に制御棒を全挿

入する。および、制御棒の引き抜き操作を行ってはならない。」と規定されてい

ます。

現地確認時には、制御棒の全挿入は既に完了していました。また、引き抜き操

作ができないように、原子炉モードスイッチにカバーがかけられていました。


